
個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

なすしおばらファンクラブ会員名簿

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

企画部企画政策課企画政策係

個人情報ファイルの利
用目的

会員に向けた情報発信、資料・ノベルティ等送付のため

記録項目 1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 メールアドレス、5 電話番号

記録範囲 なすしおばらファンクラブ会員

記録情報の収集方法 会員からの届出

要配慮個人情報の有無 含まない。

記録情報の経常的提供
先

ファンクラブ運営業務委託先

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市企画部企画政策課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

寄附金税額控除に係る申告特例申請書

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

企画部企画政策課資産活用係

個人情報ファイルの利
用目的

住民税に係る寄附金税額控除の申請処理

記録項目 １住所、２氏名、３生年月日、４個人番号、５電話番号

記録範囲 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者か
つ地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者
で、特例申請を希望する者

記録情報の収集方法 寄附者からの申請

要配慮個人情報の有無 含まない。

記録情報の経常的提供
先

関係自治体の住民税課税担当部署

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市企画部企画政策課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

住民税システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

総務部課税課市民税係、課税課西那須野庁舎担当、塩原支所、箒
根出張所（電子申告支援サービスについては箒根出張所を除
く。）

個人情報ファイルの利
用目的

住民税の課税及び照会を行うため

記録項目 地方税法第３１７条の２、那須塩原市税条例第３６条の２に規定
する事項（別紙のとおり）

記録範囲 市県民税の課税対象者又は課税対象であった者

記録情報の収集方法 地方税法及び市税条例に基づく届出・報告・申告、関係自治体か
らの情報提供

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

関係自治体の住民税の担当課

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市総務部課税課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）

住民税システム記録項目

1 氏名

2 生年月日

3 住所

4 性別

5 続柄

6 電話番号

7 課税状況

8 納税状況

地方税電子申告支援サービス

1 氏名

2 住所

3 生年月日

4 性別

5 続柄

6 電話番号

7 課税状況

イメージ管理システム

（給与支払報告書）

1 氏名

2 住所

3 個人番号

4 種目

5 支払金額

6 源泉徴収税額

7 摘要

8 社会保険料の控除額

9 生命保険料の控除額

10 生命保険料の控除額の内訳

11 住宅借入金当特別控除の額の内訳

12 （源泉・特別）控除対象配偶者の氏名

13 （源泉・特別）控除対象配偶者の身体障害等の有無

14 配偶者の合計所得

15 控除対象扶養親族の氏名

16 控除対象扶養親族の身体障害等の有無

17 控除対象扶養親族　個人番号

18 １６歳未満の扶養親族　氏名



19 １６歳未満の扶養親族の身体障害等の有無

20 １６歳未満の扶養親族　個人番号

21 就退職年月日

22 受給者年月日

23 給与支払者

（異動届出書）

1 給与支払者（特別徴収義務者）

2 氏名

3 生年月日

4 個人番号

5 住所

6 特別徴収額

7 異動年月日

8 異動の事由

9 新しい勤務先（特別徴収義務者）



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

固定資産税システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

総務部固定資産税課資産税土地係、資産税家屋係（地番図のみ総
務部課税課税制係、西那須野庁舎担当、塩原支所総務福祉課税務
係、箒根出張所を含む。）

個人情報ファイルの利
用目的

固定資産税の課税及び照会を行うため

記録項目 固定資産税の課税及び照会を行うため

記録範囲 固定資産所有者

記録情報の収集方法 法務局からの情報提供所有者等からの申出・申告

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

税務関係機関

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市総務部固定資産税課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町２
番３号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）

固定資産税システム記録事項

1 氏名（名称）

2 住所

3

不動産登記法第２７条、第３４条、第４４条で規
定する登記事項
（未登記土地・家屋については、上記に準ずる事
項）

4 課税地目

5 基準年度の価格または比準価格

6 償却資産の所在、種類、数量、及び価格

7 固定資産税評価額

8 固定資産税課税標準額

9 固定資産税額

10 都市計画税評価額

11 都市計画税課税標準額

12 都市計画税額

13 固定資産税の納付の有無

14
地方税法第３８２条の２第１項ただし書又は第
３８２条の３ただし書の措置の有無

固定資産管理システム記録事項

1 氏名（名称）

2 住所

3

不動産登記法第２７条、第３４条、第４４条で規
定する登記事項
（未登記家屋については、上記に準ずる事項）

4 固定資産税の評価に関する事項

家屋評価業務支援システム記録事項

1 氏名（名称）

2 住所

3

不動産登記法第２７条、第３４条、第４４条で規
定する登記事項
（未登記家屋については、上記に準ずる事項）

4 固定資産税の評価に関する事項

5 建築確認申請に関する事項

固定資産税ユーティリティシステム記録事項

1 氏名（名称）

2 住所

3 固定資産税評価額

4 固定資産税課税標準額

5 固定資産税額

6 都市計画税評価額

7 都市計画税課税標準額

8 都市計画税額



地番図システム記録事項

1 氏名（名称）

2 住所

3
不動産登記法第２７条、第３４条、第４４条で規
定する登記事項

4 課税地目

5 基準年度の価格又は比準価格

6 固定資産税課税標準額

7 固定資産税額

8 都市計画税課税標準額

9 都市計画税額



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

軽自動車税システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

総務部課税課税制係、課税課西那須野庁舎担当、塩原支所、箒根
出張所

個人情報ファイルの利
用目的

軽自動車税の賦課に必要な情報を管理するため

記録項目 那須塩原市税条例（平成１７年条例第６４号）第８７条に規定す
る事項（別紙のとおり）

記録範囲 市内に住所を有する軽自動者の所有者又は市内を定置場とする軽
自動車の所有者

記録情報の収集方法 関係機関からの情報提供所有者からの申告

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

税務関係機関

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市総務部課税課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



別紙（軽自動車税システム記録項目）

1 氏名　

2 生年月日

3 住所

4 車両番号

5 車名

6 車台番号

7 型式、年式など軽自動車の形状に関する事項

8 障害者減免の有無



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

国民健康保険税システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

課税課国民健康保険税係、課税課西那須野庁舎担当、塩原支所、
箒根出張所

個人情報ファイルの利
用目的

国民健康保険税の課税

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 被保険者又は被保険者であった者

記録情報の収集方法 保険の資格得喪の届出

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

日本年金機構

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市総務部課税課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



別紙（国民健康保険税システム記録項目）

1 氏名　

2 生年月日

3 住所

4 性別

5 続柄

6 国民健康保険の資格の取得・喪失履歴

7 所得情報

8 年金特別徴収情報

9
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関
する法律の支援措置の有無



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

後期高齢者医療システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

課税課国民健康保険税係、課税課西那須野庁舎担当、塩原支所、
箒根出張所

個人情報ファイルの利
用目的

後期高齢者医療保険料の賦課

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 被保険者又は被保険者であった者

記録情報の収集方法 栃木県後期高齢者医療広域連合から提供される保険の資格得喪
データ

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

栃木県後期高齢者医療広域連合、日本年金機構

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市総務部課税課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



別紙（後期高齢者医療システム記録項目）

1 氏名　

2 生年月日

3 住所

4 性別

5 続柄

6 後期高齢者医療制度の資格の取得・喪失履歴

7 所得情報

8 年金特別徴収情報

9

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法
律の支援措置の有無



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

口座管理システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

収税課徴収担当,収税課収納係,課税課税制係,課税課市民税係,課
税課国民健康保険税係,固定資産税課資産税土地係,固定資産税課
資産税家屋係,課税課西那須野庁舎担当,塩原支所,箒根出張所

個人情報ファイルの利
用目的

口座振替依頼者の管理

記録項目 1 氏名、2 生年月日、3住所、4 続柄、5 性別、6 電話番号、7 口
座情報、8 課税状況

記録範囲 口座振替依頼者

記録情報の収集方法 実施機関内からの提供及び口座振替依頼書による収集

要配慮個人情報の有無 含まない

記録情報の経常的提供
先

‐

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市総務部収税課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

市税等口座振替依頼書

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

総務部収税課収納係

個人情報ファイルの利
用目的

口座振替による納付の受付

記録項目 1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 口座情報

記録範囲 口座振替依頼者

記録情報の収集方法 実施機関空の提供及び口座振替依頼書による収集

要配慮個人情報の有無 含まない

記録情報の経常的提供
先

‐

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市総務部収税課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

○ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

収納消込システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

収税課徴収担当,収税課収納係,課税課税制係,課税課市民税係,課
税課国民健康保険税係,固定資産税課資産税土地係,固定資産税課
資産税家屋係,課税課西那須野庁舎担当,塩原支所,箒根出張所

個人情報ファイルの利
用目的

納税者の調定、収納及び過誤納の管理に利用する。

記録項目 1 氏名、2 生年月日、3住所、4 課税状況、5 納税状況

記録範囲 市民、市民であった者、市内に不動産を所有する個人及び事業
者、特別徴収義務者

記録情報の収集方法 実施機関内からの提供

要配慮個人情報の有無 含まない

記録情報の経常的提供
先

‐

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市総務部収税課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

滞納整理システ

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

収税課徴収担当,収税課収納係,課税課税制係,課税課市民税係,課
税課国民健康保険税係,固定資産税課資産税土地係,固定資産税課
資産税家屋係,課税課西那須野庁舎担当,塩原支所,箒根出張所

個人情報ファイルの利
用目的

滞納整理のため

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 市民、市民であった者、市内に不動産を所有する個人及び事業
者、特別徴収義務者

記録情報の収集方法 本人からの聴取及び実施機関内、他の官公庁、金融機関等からの
提供

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

‐

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市総務部収税課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）

1 氏名

2 性別

3 生年月日

4 住所

5 電話番号

6 続柄

7 親族関係

8 課税状況

9 納税状況

10 資産状況

11 折衝記録

12 滞納処分状況



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

那須塩原市有墓地霊園管理統合システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

環境戦略部ネイチャーポジティブ課環境衛生係

個人情報ファイルの利
用目的

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく手続を
実施するため

記録項目 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年省令第24号)第7条に
規定する事項(別紙のとおり)

記録範囲 市有墓地の使用者及び使用者であった者

記録情報の収集方法 那須塩原市有墓地条例(令和4年那須塩原市条例第13号)に基づく墓
地使用者からの届出

要配慮個人情報の有無 含まない。

記録情報の経常的提供
先

‐

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市環境戦略部ネイチャーポジティブ課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



(別紙)那須塩原市市有墓地霊園管理総合システム記録項目

1 氏名

2 性別

3 本籍地

4 墓地の区画番号

5 墓地の使用に係る申請日

6 墓地の使用に係る許可日

7 許可証の発行日

8 使用料及び管理料の納付日

9 管理用の口座振替に関する事項

10 埋蔵又は改葬に関する事項

11 墓地の返還日



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

犬の登録管理システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

環境戦略部ネイチャーポジティブ課環境衛生係

個人情報ファイルの利
用目的

狂犬病予防法(昭和２５年法律第２４７号)に基づく手続を実施す
るため

記録項目 氏名、住所、登録する犬に関する事項

記録範囲 市内で犬を所有している者及び所有していた者

記録情報の収集方法 狂犬病予防法に基づく犬の所有者からの届出、関係自治体からの
提供

要配慮個人情報の有無 含まない。

記録情報の経常的提供
先

関係自治体の犬原簿の担当課

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市環境戦略部ネイチャーポジティブ課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

住民基本台帳システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

市民生活部市民課市民係、市民課西那須野庁舎担当、市民課塩原
庁舎担当、箒根出張所

個人情報ファイルの利
用目的

住民基本台帳法（昭和４２年法律第３１号）に基づく手続を実施
するため

記録項目 住民基本台帳法第7条各号に規定する事項（別紙のとおり）

記録範囲 市民又は市民であった者

記録情報の収集方法 住民基本台帳法に基づく市民からの届出、関係自治体

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

関係自治体の住民基本台帳担当課

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市市民生活部市民課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）住民基本台帳システム記録項目

1 氏名

2 生年月日

3 性別

4

世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世
帯主の氏名及び世帯
主との続柄

5
戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかで
ない者については、その旨

6 住民となった年月日

7

住所及び一つの市町村の区域内において新たに住所を変
更した者について
は、その住所を定めた年月日

8

新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、そ
の住所を定めた旨の
届出の年月日（職権で住民票の記載をした者について
は、その年月日）及び従前の住所

9

個人番号（行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７
号。以下「番号利用法」という。）第２条第５項に規定
する個人番号をいう。以下同じ。）

10 選挙人名簿に登録された者については、その旨

11 国民健康保険の被保険者の資格に関する事項

12 後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項

13 介護保険の被保険者の資格に関する事項

14 国民年金の被保険者の資格に関する事項

15 児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項

16 米穀の配給を受ける者の米穀の配給に関する事項

17 住民票コード

18
国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者で
なくなった年月日

19 国民年金の被保険者の種別及びその変更があった年月日

20 基礎年金番号



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

マイナンバー交付予約・管理システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

市民生活部市民課市民係、市民課西那須野庁舎担当、市民課塩原
庁舎担当、箒根出張所

個人情報ファイルの利
用目的

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律（平成２５年法律第２７号）第１７条に基づく手続を実
施するため

記録項目 住民基本台帳法第７条第１号・第２号・第３号・第７号・第１７
号に規定する事項等（別紙のとおり）

記録範囲 市民又は市民であった者

記録情報の収集方法 市地方公共団体システム情報機構からのカード発行一覧表

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市市民生活部市民課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）マイナンバーカード交付・予約管理システム記録項目

1 氏名

2 生年月日

3 性別

4
住所及び一つの市町村の区域内において新たに住所を変
更した者については、その住所を定めた年月日

5 住民票コード

6 マイナンバーカード製造管理番号

7 カード処理年月日

c



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

戸籍情報システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

市民生活部市民課戸籍係、市民課西那須野庁舎担当、市民課塩原
庁舎担当、箒根出張所

個人情報ファイルの利
用目的

・戸籍法（昭和２２年法律第２４０号）に基づく戸籍事務を実施
するため。
・住民基本台帳法（昭和４２年法律第３１号）に基づく戸籍の附
票を整備するため。

記録項目 戸籍法第１３条各号及び住民基本台帳法第17条各号に規定する事
項

記録範囲 市内に本籍がある又はあった者

記録情報の収集方法 戸籍法及び住民基本台帳法に基づく届け出、関係自治体

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

関係自治体の戸籍担当課

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市市民生活部市民課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

戸籍の訂正：戸籍法第24条、第113条、第114条及び第116条

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）戸籍情報システム記録項目

1 本籍

2 氏名

3 氏名の振り仮名

4 住所

5 住所を定めた日

6 性別

7 住民票コード

8 生年月日

9 戸籍に入った原因及び年月日

10 実父母の氏名及び実父母との続柄

11 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄

12 夫婦については、夫又は妻である旨

13 他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示

14 その他法務省令で定める事項



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

避難行動要支援者名簿

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

保健福祉部社会福祉課地域福祉係

個人情報ファイルの利
用目的

災害対策基本法(昭和３６年法律第２３３号)に基づく名簿作成の
ため

記録項目 １氏名、２連絡先、３障害・要介護・難病等の種別、４支援者連
絡先等

記録範囲 避難行動要支援者（平成２９年４月以降）

記録情報の収集方法 住民基本台帳、介護保険システムからの抽出、県北健康福祉セン
ターからの情報提供、要支援者本人からの届出

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

自治会、民生委員、地域包括支援センター、社会福祉協議会、相
談支援事業所、警察、消防

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市保健福祉部社会福祉課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

避難行動要支援者名簿システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

保健福祉部社会福祉課地域福祉係

個人情報ファイルの利
用目的

災害対策基本法(昭和３６年法律第２３３号)に基づく名簿作成の
ため

記録項目 １氏名、２連絡先、３障害・要介護・難病等の種別、４支援者連
絡先等

記録範囲 避難行動要支援者（平成２９年４月以降）

記録情報の収集方法 住民基本台帳、介護保険システムからの抽出、県北健康福祉セン
ターからの情報提供、要支援者本人からの届出

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

自治会、民生委員、地域包括支援センター、社会福祉協議会、相
談支援事業所、警察、消防

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市保健福祉部社会福祉課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

障害者福祉システムWEL＋（障害者手帳）

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

保健福祉部社会福祉課障害福祉係、西那須野庁舎担当、市民生活
部市民課塩原庁舎担当、子ども未来部子育て支援課

個人情報ファイルの利
用目的

障害者手帳取得者の障害の内容、援護制度の利用状況を記録し窓
口等対応の際に利用可能なサービスについて検索を行えるように
したもの

記録項目 １ 個人コード２ 氏名３ 生年月日４ 性別５ 住所６ 世帯コード
７ 続柄８ 電話番号９ 世帯主10 障害者手帳情報11 自立支援医療
情報12 補装具給付情報13 手当給付情報

記録範囲 障害者手帳取得者

記録情報の収集方法 住民基本台帳、介護保険システムからの抽出、県北健康福祉セン
ターからの情報提供、要支援者本人からの届出

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

情報照会に伴う他市町村への情報提供

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市保健福祉部社会福祉課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

障害者福祉システムWEL＋（障害福祉サービス）

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

保健福祉部社会福祉課障害福祉係、西那須野庁舎担当、市民生活
部市民課塩原庁舎担当、子ども未来部子育て支援課

個人情報ファイルの利
用目的

障害福祉サービス利用者の管理を行うため

記録項目 1 個人番号2 受給者証番号3 基本コード4 氏名5 生年月日6 性別7 
住所8 世帯番号9 続柄10 電話番号11 世帯主12 支給決定情報13 
利用者負担情報14 給付・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報15 事業所情報16 世帯・収
入・資産情報17 減免情報18 障害支援区分19 国保連連携情報20 
福祉サービス情報21 給付費情報

記録範囲 障害者福祉サービスの利用者

記録情報の収集方法 住民記録システム、税務情報システム、栃木県国民健康保険団体
連合会、本人等からのサービス利用申請書等

要配慮個人情報の有無 含む

記録情報の経常的提供
先

0

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市保健福祉部社会福祉課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

身体障害者手帳マスタ

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

保健福祉部社会福祉課障害福祉係、西那須野庁舎担当、市民生活
部市民課塩原庁舎担当、箒根出張所

個人情報ファイルの利
用目的

障害者手帳交付者の管理を行うため

記録項目 １手帳番号、２氏名、３性別、４生年月日、５住所、６障害原因
分類、７障害種別・等級、８手帳交付年月日

記録範囲 身体障害者手帳交付者

記録情報の収集方法 栃木県障害者総合相談所から毎年度送付を受ける。

要配慮個人情報の有無 含む

記録情報の経常的提供
先

情報照会に伴う他市町村への情報提供

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市保健福祉部社会福祉課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

療育手帳交付台帳マスタ

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

保健福祉部社会福祉課障害福祉係、西那須野庁舎担当、市民生活
部市民課塩原庁舎担当、箒根出張所

個人情報ファイルの利
用目的

療育手帳交付者の管理を行うため

記録項目 １手帳番号、２氏名、３性別、４生年月日、５住所、６障害程度
コード、７手帳交付年月日、８判定年月日

記録範囲 療育手帳手帳交付者及び保護者

記録情報の収集方法 栃木県障害者総合相談所から毎年度送付を受ける。

要配慮個人情報の有無 含む

記録情報の経常的提供
先

なし

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市保健福祉部社会福祉課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

精神保健台帳マスタ

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

保健福祉部社会福祉課障害福祉係、西那須野庁舎担当、市民生活
部市民課塩原庁舎担当、箒根出張所

個人情報ファイルの利
用目的

精神障害者手帳交付者と自立支援医療（精神通院）受給者の管理
を行うため

記録項目 １手帳番号、２氏名、３性別、４生年月日、５住所、６有効期
間、７認定等級、８手帳交付年月日、９医療機関

記録範囲 精神障害者手帳交付者、自立支援（精神通院）医療受給者

記録情報の収集方法 県北健康福祉センターから毎年度１回送付を受ける。

要配慮個人情報の有無 含む

記録情報の経常的提供
先

なし

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市保健福祉部社会福祉課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

生活保護システム

実施機関の名称 那須塩原市長（那須塩原市福祉事務所）

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

保健福祉部生活福祉課保護係

個人情報ファイルの利
用目的

生活保護の実施における保護費支給等の処理を行うため

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 生活保護受給者(保護を申請した結果却下になった者を含む。)又
は生活保護受給者であった者及びそれらの親族等

記録情報の収集方法 生活保護法に基づく生活保護受給者からの申し出及び生活保護法
を根拠とした調査

要配慮個人情報の有無 含む

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市保健福祉部生活福祉課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）記録項目

1 氏名

2 住所

3 性別

4 生年月日

5 連絡先

6 生活保護費振込先口座

7 生活保護の決定・変更に関する事項

8 扶養親族に関する事項



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

高齢者台帳

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

高齢福祉課高齢福祉係、社会福祉課西那須野庁舎担当、市民課塩
原庁舎担当、箒根出張所

個人情報ファイルの利
用目的

高齢者の氏名、住所、生年月日、在宅福祉サービスの利用状況等
を記録し、検索を行うため

記録項目 １基本コード、２世帯番号、３カナ氏名、４性別、５郵便番号、
６住所、７方書、８世帯員数、９住所コード、１０行政区コー
ド、１１行政区

記録範囲 ６５歳以上の市民

記録情報の収集方法 高齢福祉サービスの各種申請の届出

要配慮個人情報の有無 含まない

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市保健福祉部社会福祉課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

介護保険システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

高齢福祉課介護管理係,高齢福祉課介護認定係,高齢福祉課地域支
援係,課税課国民健康保険税係,課税課西那須野庁舎担当、収税課
収納係,収税課徴収担当,社会福祉課西那須野庁舎担当、市民課塩
原庁舎担当、箒根出張所

個人情報ファイルの利
用目的

介護保険被保険者の資格管理、保険料納付管理、受給者管理、給
付管理に必要な情報を集約し、検索・抽出等の処理を行うため。

記録項目 1 個人番号、2 被保険者番号、3 基本コード、4 氏名、5 生年月
日、6 性別、7 住所、8 世帯番号、9 続柄、10 国籍コード、11 
電話番号、12 所得情報、13 施設情報、14 生活保護情報、15 境
界層情報、16 給付制限情報、17 減免情報、18 受給者台帳情報、
19 サービス計画情報、20 負担割合情報、21 総合事業情報、22 
被保険者台帳情報、23 住所地特例情報、24 適用除外情報、25 保
険料賦課内容情報、26 給付台帳情報、27 高額サービス情報

記録範囲 介護保険被保険者

記録情報の収集方法 住民記録システム、住民税システム、栃木県国民健康保険団体連
合会、市区町村等からの通知、本人やその家族から提出される認
定申請書等

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

栃木県国民健康保険団体連合会、情報照会に伴う他市町村への情
報提供

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

記録項目1～24、26及び27については、那須塩原市保健福祉部高齢
福祉課記録項目25 については、那須塩原市総務部課税課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

国民健康保険システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

保健福祉部国保年金課国保年金係、国保年金課西那須野庁舎担
当、子育て支援課給付係

個人情報ファイルの利
用目的

国民健康保険法施行規に基づく、資格・給付等の業務を行うた
め。

記録項目 １氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６続柄、７
健康保険証番号、８傷病名

記録範囲 国民健康保険被保険者及び世帯員

記録情報の収集方法 国民健康保険施行規則に基づく届出

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

栃木県国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

保健福祉部国保年金課国保年金係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 有

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

栃木県後期高齢者医療広域連合標準システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

保健福祉部国保年金課国保年金係、国保年金課西那須野庁舎担
当、市民課塩原庁舎担当、箒根出張所

個人情報ファイルの利
用目的

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく、資格・給付等の業務
を行うため。

記録項目 １氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６続柄、７
健康保険証番号

記録範囲 後期高齢者医療被保険者及び世帯員

記録情報の収集方法 国民健康保険施行規則に基づく届出

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

栃木県国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

保健福祉部国保年金課国保年金係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 有

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

保険者レセプト管理システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

国保年金課管理係,国保年金課西那須野庁舎担当、子育て支援課給
付係

個人情報ファイルの利
用目的

医療機関が保険者に医療費を請求するため

記録項目 １月区分、２受診した医療機関名、３医療機関所在地、４給付割
合、５被保険者記号番号、６被保険者氏名、７生年月日、８性
別、９傷病名、１０診療実日数、１１診療内容

記録範囲 国民健康保険で受診した者

記録情報の収集方法 医療機関からの給付請求により国保連合会経由で収集

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

保健福祉部国保年金課国保年金係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

児童手当システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

子育て支援課給付係、子育て支援課本庁舎担当、市民課塩原庁舎
担当、市民課箒根出張所、保育課

個人情報ファイルの利
用目的

児童手当法(昭和４６年５月２７日法律第７３号)に基づく手続を
実施するため。

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 児童手当受給者、資格消滅者、認定却下者、それらの対象児童並
びに配偶者

記録情報の収集方法 児童手当法に基づく市民からの届出、関係自治体、実施機関内か
らの提供

要配慮個人情報の有無 含まない。

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市子ども未来部子育て支援課

〒325-8501
那須塩原市あたご町２
番３号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）記録項目

1 氏名

2 生年月日

3 性別

4 住所

5 基本コード

6 個人番号

7 世帯番号

8 電話番号

9 被用者・非被用者の別

10
配偶者情報(氏名、住所、所得、個人番号、被用者・
非被用者の別)

11 振込金融機関

12 加入年金情報

13 認定年月日

14 受給開始年月

15 額改定年月

16 対象児童数

17 手当月額

18 差止情報

19

対象児童情報(氏名、生年月日、年齢、性別、受給者
との続柄、住民区分、年齢区分、児童順位、監護区
分、生計関係区分、同別居区分、別居住所、受給者
と児童の関係、児童の開始年月、開始事由、非該当
日、留学期間開始年月、職業等、通学先、卒業予定
時期、監護相当、負担の状況)

20 所得情報

21 支払記録



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

児童扶養手当システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

子育て支援課給付係、子育て支援課本庁舎担当、市民課塩原庁舎
担当、市民課箒根出張所、保育課

個人情報ファイルの利
用目的

児童扶養手当法(昭和３６年法律第２３８号)に基づき、資格管
理、給付等の事務を行うため

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 児童扶養手当受給資格者、対象児童、配偶者、扶養義務者及び資
格者であった者

記録情報の収集方法 児童扶養手当法に基づく本人からの届出、関係自治体からの提供

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市子ども未来部子育て支援課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町２
番３号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



(別紙)児童扶養手当システム記録項目

1 氏名

2 住所

3 生年月日

4 性別

5 電話番号

6 受給者区分

7 支給区分

8 児童数

9 認定請求日

10 認定年月日

11 支給開始年月

12 ５年等満了月

13 公的年金の受給状況

14 障害の有無

15 配偶者の有無

16 口座情報

17

対象児童情報(生年月日、性別、支給事由、同居の有
無、事由発生日、障害の有無、公的年金の受給状
況、非該当予定事由、非該当予定日、父情報、母情
報)

18 受給者及び扶養義務者の所得情報

19 手当の支払情報

20 現況届情報

21 減額措置情報

22 転入年月日

23 転入前市町村

24 認定当初支給開始月

25 当初支給開始年月日

26 外国人区分

27 在留終了年月日

28 差止年月日

29 喪失年月日

30 喪失事由

31 転出年月日転出先市町村

32 一部支給停止上限額



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

医療費助成システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

子育て支援課給付係、子育て支援課本庁舎担当、市民課塩原庁舎
担当、市民課箒根出張所、保育課

個人情報ファイルの利
用目的

那須塩原市医療費助成に関する条例(こども、妊産婦、ひとり親家
庭、重度心身障害者)に基づく助成を実施するため。

記録項目 １氏名、２住所、３続柄、４性別、５生年月日、６受給者証番
号、７世帯番号、８基本コード、９受給資格、１０加入医療保
険、１１口座情報、１２所得、１３課税情報、１４保険負担区
分、１５支払情報、１６受給者証発行履歴、１７家族情報(ひとり
親家庭のみ)

記録範囲 医療費助成(こども、妊産婦、ひとり親家庭、重度心身障害者)の
受給資格者

記録情報の収集方法 那須塩原市医療費助成に関する条例(こども、妊産婦、ひとり親家
庭、重度心身障害者)に定める受給資格者からの届出

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市子ども未来部子育て支援課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町２
番３号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

子ども子育て支援システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

保育課管理係、保育課給付係、子育て支援課本庁舎担当、市民課
塩原庁舎担当

個人情報ファイルの利
用目的

保育施設の利用申請をした児童の氏名、住所、生年月日、世帯構
成等を記録し、入所児童の管理、保育料の徴収等に利用するた
め。

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼
幼稚園・保育園・認定こども園・地域型保育入園申込書を提出し
た者

記録情報の収集方法 申請者からの届出

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

関係自治体の保育施設担当課、市内保育施設

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市子ども未来部保育課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町２
番３号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）子ども子育て支援システム記録項目

1 認定者番号

2 児童氏名

3 生年月日

4 性別

5 住所

6 保護者氏名

7 保育の希望の有無

8
保護者の認定状況（保育の利用を必要とする理由
等）

9 ひとり親世帯の該当の有無

10 生活保護受給の有無

11 対象者と同居の世帯員の氏名、生年月日、職業

12 施設の利用希望期間、利用時間、利用曜日

13 利用を希望する施設名（第5希望まで）

14 支給認定区分

15 保育の必要量

16 支給認定期間

17 入所決定園とその利用期間

18 利用者負担額とその算定根拠

19 副食費免除の有無



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

森林簿

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

産業観光部農務畜産課農林整備係

個人情報ファイルの利
用目的

森林計画事務を遂行するため。

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 森林所有者

記録情報の収集方法 県からの提供

要配慮個人情報の有無 含まない。

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市産業観光部農務畜産課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



(別紙)森林簿記録項目

1
森林の所在(林班、準林班、小班、枝番、町字名、字名、
地番、筆数)

2 森林所有者(氏名)

3 面積

4 林種

5 樹種

6 林齢

7 齢級

8 疎密度

9 施業方法

10 層区分

11 混合歩合

12 面積歩合

13 材積

14 成長量

15 森林の種類

16 搬出特定林分

17 伐採方法

18 伐採制限

19 森林の機能

20 都市

21 農業

22 地位級

23 地利級

24 立地級

25 標高

26 傾斜

27 土壌

28 地質

29 更新の方法

30 森林経営計画

31 ゾーニング

32 鳥獣保護区

33 伐期材積

34 平均樹高

35 林道

36 路線番号

37 林道からの距離

38 平地林

39 保健機能森林

40 林道

41 施業履歴



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

林地台帳

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

産業観光部農務畜産課農林整備係

個人情報ファイルの利
用目的

森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表
するため。

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 森林所有者

記録情報の収集方法 森林の土地所有者からの届出、登記簿の公用請求

要配慮個人情報の有無 含まない。

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市産業観光部農務畜産課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



(別紙)森林台帳記録項目

1 所在(所在、地番、地目、面積、林小班)

2
登記簿上の所有者(氏名・名称、住所、共有の有無、
登記年月日)

3

現に所有している者・所有者とみなされる者(氏名・
名称、住所、共有の有無、記載事由、届出年月日・
記載年月日)

4
森林の土地の境界に関する測量等の実施(地籍調査、
実施年月日、境界の確定に資する測量、実施年月日)

5
森林経営計画の認定状況(認定有無、認定者の種類、
認定年月)

6 公益的機能別施業森林等(区分、施業方法)

7
登記簿上の共有者の一覧(所在、地番、氏名・名称、
住所、登記年月日)

8

現に所有している者・所有者とみなされる者の共有
者の一覧(所在、地番、氏名・名称、住所、記載事
由、届出年月日・記載年月日)



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

公会計システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

全庁、市内小中義務教育学校

個人情報ファイルの利
用目的

支払事務における債権者の情報を入力するために利用する

記録項目 1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 生年月日、5 口座情報

記録範囲 債権者登録申請書を提出した者（平成２１年度以降）

記録情報の収集方法 債権者からの届出

要配慮個人情報の有無 含まない。

記録情報の経常的提供
先

出納取扱金融機関である株式会社足利銀行

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市会計課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108
番地2

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

企業会計システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

上下水道部管理課

個人情報ファイルの利
用目的

上下水道事業の会計事務及び経理事務

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 経理事務を行う上での債権者

記録情報の収集方法 債権者からの請求書の提出

要配慮個人情報の有無 含まない。

記録情報の経常的提供
先

出納取扱金融機関である株式会社足利銀行

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市上下水道部管理課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2
番3号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）

1 氏名

2 住所

3 口座情報

4 電話番号



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

給水装置申請

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

上下水道部管理課給排水係

個人情報ファイルの利
用目的

給水装置工事に関する情報の管理等

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 市内の給水装置工事申請者

記録情報の収集方法 給水装置工事事業者等

要配慮個人情報の有無 含まない。

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市上下水道部管理課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2
番3号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

○ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）

1 給水装置の設置場所

2 申請者住所

3 申請者氏名

4 工事の種類

5 給水装置を使用する人員の数

6 栓数

7 借地・借家使用承諾書（承諾者の住所・氏名）

8 分水同意書（同意者の住所・氏名）

9 施行した指定工事業者

10 使用材料

11 メーター保管証書

12 設置位置図

13 平面図及び立面図



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

上下水道料金システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

上下水道部管理課

個人情報ファイルの利
用目的

水道料金等の算出、請求、管理

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 給水契約締結者、給水契約締結者であった者、下水道使用者、下
水道使用者であった者、給水装置等所有者使用者

記録情報の収集方法 給水契約締結者及び下水道使用者等からの届出

要配慮個人情報の有無 含む。

記録情報の経常的提供
先

上下水道料金関係事務業務委託の受託者である株式会社日本
ウォーターテックス

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市上下水道部整備課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2
番3号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）

1 氏名

2 水栓所在地

3 上下水道使用者の住所

4 納入通知書送付先住所

5 上下水道料金の引落金融機関、口座番号

6 上下水道料金の計算



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

e-CLEAR 受益者負担金管理システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

上下水道部管理課給排水係

個人情報ファイルの利
用目的

公共下水道事業受益者負担金賦課に関する受益者の情報を管理
し、負担金の徴収管理を行うため。

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 受益者負担金が賦課される受益者及び受益地

記録情報の収集方法 固定資産課税台帳及び住基台帳との照合を行う。また受益者申告
書等の提出書類

要配慮個人情報の有無 含まない

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市上下水道部管理課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2
番3号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）

1 基本コード

2 氏名

3 電話番号

4 郵便番号

5 住所

6 行政区

7 金融機関名

8 口座情報

9 通知等送付先情報

10 所有地に係る情報（地番・地目・地籍）

11 受益者負担金の賦課年度

12 受益者負担金の納付年度

13 受益者負担金の収納日

14 受益者負担金の納付額

15 受益者負担金の納付の猶予に係る情報

16 受益者負担金の納付の減免に係る情報

17 受益者負担金の納付の折衝に係る情報



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

水洗化普及台帳

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

上下水道部管理課給排水係

個人情報ファイルの利
用目的

市内の水洗化済み世帯の把握

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 市民又は市民であった者

記録情報の収集方法 実施機関内からの提供

要配慮個人情報の有無 含まない

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市上下水道部管理課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2
番3号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）

1 世帯主名

2 氏名

3 住所

4 国籍

5 世帯番号

6 基本コード

7 行政区コード

8 住所コード



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

排水設備申請

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

上下水道部管理課給排水係

個人情報ファイルの利
用目的

排水設備工事に関する情報の管理等

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 市内の排水設備工事申請者

記録情報の収集方法 排水設備指定工事店等

要配慮個人情報の有無 含まない

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市上下水道部管理課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2
番3号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）

1 申請者名

2 申請者住所

3 排水区域

4 排水設備設置場所

5 電話番号

6 資金別

7 使用水

8 建物の種別

9 工事の種別

10 工事着手予定日

11 工事完了予定日

12 委任者(指定工事店)

13 家屋所有者承諾（家屋所有者の氏名、住所）

14
排水設備所有者承諾（排水設備所有者の氏名、住
所）



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

浄化槽台帳システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

上下水道部管理課給排水係

個人情報ファイルの利
用目的

那須塩原市域に設置されている浄化槽の把握、維持管理及び指導
等に使用するため。

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 那須塩原市域に存在する浄化槽を設置し、又は使用する者

記録情報の収集方法 関係機関、浄化槽保守点検業者等からの提供

要配慮個人情報の有無 含まない

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市上下水道部管理課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2
番3号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）浄化槽台帳システム記録項目

No. 項目

1 浄化槽設置届出日（受理日）

2 設置者住所

3 設置者氏名（法人は法人名）

4 設置者電話番号

5 設置場所の地名地番

6 浄化槽型式名

7 浄化槽メーカー

8 方式名

9 告示区分

10 認定番号

11 処理の対象

12 建築物用途

13 建築物延べ床面積

14 処理対象人員

15 算定根拠

16 日平均汚水量（㎥／日）

17 ＢＯＤ除去率

18 処理水ＢＯＤ

19 河川、側溝、地下浸透等の放流先

20 自然流下、強制移送（ポンプ）

21 浄化槽工事予定業者名

22 工事予定業者登録番号

23 着工予定年月日

24 使用開始予定年月日

25 付近の見取り図※データがある場合

26 その他特筆すべき事項

27 行政庁記入欄

28 浄化槽管理者住所

29 浄化槽管理者氏名（法人名）

30 浄化槽管理者電話番号

31 設置場所（住居表示）

32 使用開始年月日

33 浄化槽技術管理者名

34 休止前の清掃の年月日

35 休止の予定年月日

36 休止年月日

37 休止の理由

38 再開の予定年月日

39 使用再開年月日

40 廃止年月日

41 廃止理由

42 検査種別

43 検査日

44 検査結果



45 （不適正の場合）その原因

46 浄化槽工事業者名

47 浄化槽ＩＤ（浄化槽番号）

48 自治体独自の浄化槽番号（管理番号）

49 指定検査機関独自の浄化槽番号

50 浄化槽所在地の位置情報（座標による空間参照）

51 浄化槽製造番号

52 保守点検履歴番号

53 保守点検業者名

54 保守点検年月日

55 保守点検の記録票

56 保守点検記録票番号

57 保守点検業者独自の浄化槽番号

58 清掃履歴番号

59 清掃業者名

60 清掃年月日

61 清掃の記録票

62 清掃汚泥量

63 清掃記録票番号

64 清掃業者独自の浄化槽番号

65 ＢＯＤ

66 指導監督管理番号

67 行政処分等の年月日

68 行政処分等の根拠

69 立入目的

70 立入年月日

71 苦情・改善・指導

72
浄化槽の状況（使用開始前、使用中、休止中、廃止
済、取り下げ済）

73 指定検査機関コード（複数機関がある県）

74 保健所コード

75 使用者氏名

76 使用者住所

77 使用者電話番号

78 使用人数

79 水道使用量

80 建築物名称

81 高度処理水質（T-N、T-P）

82 個人設置と市町村設置の区分

83 補助対象と対象外の区分

84 下水道区域（公共下水道告示済、計画区域内／外）

85 工事履歴番号

86 浄化槽工事業者名

87 浄化槽設置（工事完了）年月日

88 工事記録（工事仕様）

89 工事記録番号



90 処分（撤去）の方法（廃止の場合）

91 最終汚泥引出し年月日

92 廃止の判断根拠

93 届出履歴番号

94 届出年月日

95 届出区分

96 届出種別

97 届出概要



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

浄化槽補助事業管理

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

上下水道部管理課給排水係

個人情報ファイルの利
用目的

浄化槽設置整備事業補助金及び単独処理浄化槽等撤去費補助金の
申請・交付状況を把握するため。

記録項目 別紙のとおり

記録範囲 市内の設置整備補助金の交付を受けた浄化槽及び単独処理浄化槽
等撤去費で撤去した浄化槽・くみ取り便槽を利用する者

記録情報の収集方法 交付申請書、実績報告書の受付による

要配慮個人情報の有無 含まない

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市上下水道部管理課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2
番3号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考



（別紙）浄化槽補助事業管理記録項目

No. 項目

1 申請年度

2 人槽

3 指令番号

4 区域

5 住所

6 氏名（カナ含む）

7 設置場所

8 異動先住所

9 申請業者

10 申請業者連絡先

11 申請受付日

12 現地調査実施日

13 交付決定起案日

14 交付決定日

15 支出負担行為日

16 着工の可否

17 事業完了日

18 実績報告書受付日

19 現地調査実施日

20 交付確定起案日

21 交付確定日

22 補助金振込日

23 浄化槽廃止届の有無

24 単独処理浄化槽等撤去費補助申請の有無

25 宅内配管補助加算申請の有無

26 浄化槽製造業者

27 浄化槽の型式

28 浄化槽の認定番号

29 工事業者

30 浄化槽設備士氏名

31 保守点検業者名

32 清掃業者名

33 敷地内処理装置

34 備考

35 変更承認

36 使用人数

37 仕様書、設置届の別

38 下水道全体計画の内外

39 建物の延床面積

40 総事業費

41 補助金額

42 浄化槽工事完了予定日

43 供用開始日

44 不交付決定日



45 住所区域等

46 汚水処理施設

47 補助事業(H31要綱該当)

48 排水設備・浄化槽設置整備補助受付番号

49 単独処理浄化槽等所在地

50 実補助金額

51 循環型社会形成推進交付金交付額



個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名
称

水道施設管理システム

実施機関の名称 那須塩原市長

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称

上下水道部整備課、管理課

個人情報ファイルの利
用目的

水道管の設置状況を把握するため。

記録項目 １住所、２氏名、３電話番号

記録範囲 市水道使用者

記録情報の収集方法 給水装置工事承認申請書の提出

要配慮個人情報の有無 含まない

記録情報の経常的提供
先

-

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

那須塩原市上下水道部整備課

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2
番3号

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等

-

個人情報ファイルの種
別

○ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当するファイルの有無　 無

法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

記録情報に条例要配慮
個人情報が含まれてい
るときはその旨

含まない。

備考


